
開催セミナーのご案内  ※２０１８年新春講演会※ ２０１８年２月２日(金) 会場：ホテルニューオータニ長岡 

第一部のテーマは、一年の始まりに掲げるパートナーズプロジェクトの基本方針です。 

講師：中小企業診断士・税理士 髙野裕 

第二部のテーマは「米百俵プログラム」、最近の身近なテーマを取り上げ解説・検討します。     

進行・解説：弁護士、税理士、社会保険労務士など複数の専門家 

※内容のご質問等については、TEL0258-32-3387   担当  上村・長谷川 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。 

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 
＜税務＞ 
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解散登記のお知らせ 

             【法務省】 

役員変更などの登記を怠っている会社 

････期限を過ぎると解散されます 
 

 残しておきたい大事な会社は 
 

 ほうっておくと  大変！  
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法務省は平成29年10月12日に休眠会社などの整理作業を行うため、12年以上登記のない会社、5年以上登記のない一般社団・一般財団法人に対して、法律の規定に基づく法務大臣の公告を行うとともに、該当する休眠会社などに管轄する登記所からその旨の通知書を発送しました。

  会社法の規定で株式会社は最長でも10年に1度は取締役の変更登記が行われることになっています。　長期間登記が行われていない株式会社などは、すでに事業を廃止して実態がない可能性が高いため、そのままにしておくということは商業登記制度に対する国民の信頼を損ないかねないために今回の措置が取られました。

これらの休眠会社などは、公告の日（平成29年10月12日）から2か月以内となる平成29年12月12日までに、役員変更などの登記の申請もしくは「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行わない場合には、平成29年12月13日付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記が行われます。




